






○ 騒防法第９条の２に定める第３種区域において、国の委託を受け、航空機騒音の緩和を目的として移転跡地の造

成・植栽を実施し、緩衝緑地帯を整備する。
○ 航空機進入直下地域を中心として、周辺地域との調和を図るため、都市計画に基づき国・地方公共団体が共同し

て行う緑地整備のうち国事業部分を、国からの委託により行う。

○航空機騒音の緩和
○航空機騒音対策の抜本策である移転補償により生じる虫食い状の移転跡地について、周辺地域の要望も踏まえ、
地域の生活環境改善に有効な土地利用を図ることができる。

豊中市勝部（緩衝緑地）

公共用地（２７ha）

取得済(１４ha)

事業認可区域内（２ha）未取得

(９ha） 事業認可区域外(７ha）

取得す
べき土
地

（２３ha）

都市計
画緑地

（５０ha）

■用地取得 （平成１７年度末現在）

■緑地造成 （平成１７年度末現在）

４０．１ha

未造成

１５．０ha国（５５．１ha)緩衝緑地

造成済整備主体

■緑地造成 （平成１７年度末現在）

事業の概要

政策的意義

① 緑 地 造 成 事 業

現現 状＜大阪＞状＜大阪＞ 現現 状＜福岡＞状＜福岡＞

３８．１ha１９．３ha（５７．４ha）計

５．９ha１．５ha国緩衝緑地（７．４ha)都計緑地外

６．３ha７．２ha地公体利用緑地（１３．５ha）

１９．２ha－未定２期（１９．２ha）

２．８ha３．５ha地公体等

（６．３ha）

３．９ha７．１ha国（１１ha）１期

（１７．３ha）
緩衝緑地

（３６．５ha）
都計緑地

（５０ha）

未造成造成済整備主体

今後の見通し今後の見通し

○都市計画に基づき緑地を整備、第３種区域に
ついては移転補償の進捗に応じて緩衝緑地
を整備

＜大阪＞
・都市計画緑地の用地取得残面積：９ha
・造成対象面積：２９ha
（※事業承認認可未取得面積１９．２ｈａを含む）

＜福岡＞
・都市計画緑地予定区域を含め移転補償完了後
造成に着手すべき土地（緩衝緑地）：４０．１ha

１
１



○騒防法第８条の２に定める第１種区域において、航空機騒音によりその機能が害されるおそれの少ない施設（騒
音斉合施設（倉庫等））の用に供する土地の造成、管理及び譲渡を行う。

○騒防法第９条第１項に定める第２種区域内の移転補償跡地の使用許可を受け、当該土地に騒音斉合施設を設置
し、第三者に貸し付ける。

○騒音斉合施設の整備により、騒音に強い土地利用に転換を図ることができる。

○航空機騒音対策の抜本策である移転補償により生ずる移転跡地について、周辺地域の要望も踏まえ、地域の生
活環境改善に有効な土地利用を図ることができる。

○都市計画緑地内の非住居系施設が移転する際の代替地として活用できる。

伊丹市（家電量販店）

福岡市（ホームセンター）

＜大阪＞

＜福岡＞

＜大阪＞

＜福岡＞

用地取得（平成１７年度末までの累計）
１０．９ha

土地借受（平成１７年度末現在） ６．０ha

（土地借受の事例）
家電量販店 21,619㎡
自動車用品店 7,768㎡

土地借受（平成１７年度末現在） ５．７ha

（土地借受の事例）
ホームセンター 17,760㎡
スーパーマーケット 11,804㎡ （H１８整備）

移転補償事業対象残面積 １５．３ha
借受可能移転補償跡地面積 １．４ha

移転補償事業対象残面積 １０６．６ha
借受可能移転補償跡地面積 １５．６ha

② 再 開 発 整 備 事 業

事業の概要

政策的意義

現現 状状 今後の見通し今後の見通し

■現在実施中の事業

■今後、事業対象となる地域（第２種区域内）

■大阪、福岡とも、第１種区域においても事業者、地
域のニーズに応じて事業を実施

○事業者、地域のニーズに応じて事業を実施
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○移転補償事業、再開発整備事業及び緑地造成事業により住居を移転する者のため、移転先の用地を取得・造成
し、提供する。

○代替用地の確保により、円滑な移転補償を推進することができる。

（移転補償事業、再開発整備事業及び緑地造成事業により住居を移転する居住者との交渉にあたっては、代替地
の要望がなされることが多い。）

■第２種区域内の移転対象残住居系戸数
（都市計画緑地内を含む）

大阪 １２７戸
福岡 １，０６０戸

移転戸数 うち代替地へ
の移転戸数

代替地造成地区

大阪 １，８３５ ５０３ 豊能郡能勢ときわ台

川西市清流台 外２０地区

福岡 ６５６ １５９ 糟屋郡宇美町ひばりが丘

福岡市博多区月隈 外１３地区

合計 ２，４９１ ６６２

■代替地の譲渡面積
大阪 １６ha、 福岡 １０．５ha

■代替地への移転状況

※戸数は平成１７年度末までの累計

③ 代 替 地 造 成 事 業

事業の概要

政策的意義

現現 状状 今後の見通し今後の見通し

○移転補償対象者のニーズに応じ
て事業の実施
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④ 民 家 防 音 事 業

○騒防法第８条の２に定める第１種区域指定の際、現に存在した住宅に対し、国から助成を受けて、住宅防音工事
及び同工事により既に設置された空気調和機器の機能回復工事等の助成を行う。

○航空機騒音に係る環境基準を達成することが困難な地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に
対し家屋の防音工事を行うことにより、環境基準が達成された場合と同等の屋内環境を保持することとなっており、
民家防音工事を実施することにより、当該地域居住者の屋内における生活環境改善を図ることができる。

■民家防音事業の実績（平成１７年度末までの累計）

事業の概要

政策的意義

現現 状状

■民家防音事業の対象世帯数
大阪 ６２，６００世帯 （ ※平成１２年の区域見直し後）

福岡 ３７，８００世帯

※１ 防音工事、機能回復工事には、告示日後に係る工事件数を含む。
※２ 防音工事件数には、追加工事の件数を含む。

今後の見通し今後の見通し

○住宅防音工事、空調機器の
更新工事等の申請に応じて
事業を実施。

○既に防音工事・機能回復工
事等が実施された家屋に関
しても一定期間経過後に所
要の機能が失われている場
合には更新を行う 必要があ
り、対象家屋数は原則として
減少しない。

大 阪
（ ※平成１２年の区域見直し後）

福 岡

防音工事（件数） 約 ６１，０００ 約 ３５，０００

機能回復工事（台数） 約 ９５，０００ 約 １４，０００

再更新工事（台数） 約 ２４，０００ 約 ３，０００
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○ 騒防法第９条第１項に定める第２種区域指定の際、現に存在した住宅等を区域外へ移転又は除却するときの建
物の補償及び土地の買入れを、国から委託を受けて行う。

○移転補償は、航空機騒音対策の抜本策である。

○移転補償対象者の申請に応じて事業を実施

■移転補償対象残面積 大阪 １５．３ｈａ
福岡 １０６．６ｈａ

事業の概要

政策的意義

⑤ 移 転 補 償 事 業

現現 状状 今後の見通し今後の見通し

○移転補償の進捗率は、大阪で３８％、福岡で
４０％である。

＜大阪＞ （※面積は、平成元年の区域見直し後）

移転補償対象面積
（都市計画緑地、 河川等を除く） ２４．８ha

移転補償済面積 ９．５ha
進捗率 ３８％

＜福岡＞
移転補償対象面積 １７８．４ha
移転補償済面積 ７１．８ha
進捗率 ４０％

伊丹市桑津（移転補償跡地）
（平成１７年度末現在）
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